
役  員  名  簿 

（令和7年年1月1日現在） 

                                            特定非営利活動法人博楽福祉會 

役職名 氏   名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 

理 事 石堂 博司  有 

理 事 石堂 昌子  無 

理 事 新澤 昌子  無 

理 事 加藤 隆  無 

理 事 松村 泰代  無 

理 事 金倉 真也  無 

監 事 有留 孝紀  無 

監 事 鎌田 哲也  無 

 

 

 

【作成上の留意点】 

1 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とすること。 

2 役職名の欄には,｢理事長｣,｢副理事長｣ではなく｢理事｣又は｢監事｣と記入すること。 

3 「氏名」及び「住所又は居所」の欄は，住民票などによって証された住所又は居所をそのまま記

載すること。 

4 役員については，親族に関する制限があり，本人とその配偶者若しくは３親等以内の親族につい

ては，役員総数が６人以上であれば，本人と合わせて２人までは役員となることはできますが，

５人以下であれば本人以外に役員になることはできません。 

5 「報酬の有無」の欄には，定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」，報酬を受けない役員に

は「無」を記入すること。 

6 報酬を受ける役員（報酬の有無の欄に「有」と記載の役員）の数は，役員総数の３分の１以下と

すること。（法第２条第２項第１号ロ） 

 


